
「岩手県介護ロボット等導入支援事業費補助金交付要綱」の一部改正 新旧対照表 

改正前 改正後 

（目的） 

第１ 介護従事者が継続して就労するための環境整備を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、身体的

負担の軽減や業務の効率化に資する介護ロボット又はＩＣＴ（以下「介護ロボット等」という。）を導入する経費

に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則（昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。）及びこの

要綱により補助金を交付する。 

（補助事業者） 

第２〔略〕 

（補助金の交付の対象及び補助額） 

第３ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、「地域医療介護総合確保基金（介護従事者の

確保に関する事業）における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の一部改正

等について（令和５年７月31日付け老高発0731第４号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）別紙１「介護ロボッ

ト導入支援事業実施要綱」（以下「国介護ロボット実施要綱」という。）及び別紙２「ＩＣＴ導入支援事業実施要

綱」（以下「国ＩＣＴ実施要綱」という。)のほか関連通知に基づき行う次の事業を行う場合に要する経費とする。 

 

(１) 介護ロボット導入事業 国介護ロボット実施要綱４(１)における介護ロボット機器を導入する事業 

(２) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備事業 国介護ロボット実施要綱４(２)における見守り機器を効果的に活

用するために必要な通信環境を整備する事業 

(３) ＩＣＴ導入事業 国ＩＣＴ実施要綱４及び５におけるＩＣＴを導入する事業 

 

(新設)                                                  

 

 

(新設)                                                  

 

第４～第８ 〔略〕                                            

（使用状況等の報告） 

第９ 補助事業者は、補助事業により導入した介護ロボット等の使用状況について、介護ロボット等導入支援事業費

補助金使用状況報告書（様式第５号）及び介護ロボット等使用状況報告（様式第５号別紙）を補助事業が完了した

日の属する会計年度の３月末日までに知事に提出しなければならない。また、導入後３年間も同様に各年度の３月

末までに提出しなければならない。 

２ 介護ロボットの導入及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行った補助事業者は、導入年度の内容を導入翌

年度に、厚生労働省が毎年度通知する方法等により、厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上

推進室に導入製品の内容や導入効果等を報告しなければならない。 

 

３ ＩＣＴを導入した補助事業者は、補助事業により導入したＩＣＴの導入効果等について、導入年度の内容を導入

翌年度及び導入翌々年度に、厚生労働省が毎年度通知する方法等により、厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務

効率化・生産性向上推進室に導入製品の内容や導入効果等を報告しなければならない。 

 

第10～第14 〔略〕 

（目的） 

第１ 介護従事者が継続して就労するための環境整備を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、身体的

負担の軽減や業務の効率化に資する介護ロボット又はＩＣＴ（以下「介護ロボット等」という。）を導入する等の

経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則（昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。）及び

この要綱により補助金を交付する。 

（補助事業者） 

第２ 〔略〕 

（補助金の交付の対象及び補助額） 

第３ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、「令和５年度介護サービス事業者の生産性向

上や協働化等を通じた職場環境改善事業の実施について」の一部改正について（令和６年６月４日付け老発0604第

１号厚生労働省老健局長通知）別紙１「令和６年度（令和５年度からの繰越分）介護テクノロジー定着支援事業実

施要綱」（以下「国実施要綱」という。）のほか関連通知に基づき行う次の事業を行う場合に要する経費とする。 

 

 

(１) 介護ロボット導入事業 国実施要綱４(１)における介護ロボット機器を導入する事業 

(削除) 

 

(２) ＩＣＴ導入事業 国実施要綱４(２)におけるＩＣＴを導入する事業 

 

(３) 介護テクノロジーのパッケージ型導入事業 国実施要綱４(１)及び(２)における対象経費に該当するもので、

複数のテクノロジーを組み合わせて導入する事業又は国実施要綱４(３)における見守り機器を効果的に活用する

ために必要な通信環境を整備する事業 

(４) 導入支援と一体的に行う業務改善支援事業 国実施要綱４(４)における第三者による業務改善支援を行う事業

又は介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等を行う事業 

第４～第８ 〔略〕 

（使用状況等の報告） 

第９ 補助事業者は、補助事業により導入した介護ロボット等の使用状況について、介護ロボット等導入支援事業費補

助金使用状況報告書（様式第５号）及び介護ロボット等使用状況報告（様式第５号別紙）を補助事業が完了した日

の属する会計年度の３月末日までに知事に提出しなければならない。また、導入後３年間も同様に各年度の３月末

までに提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助を受けた年度の内容を当該年度の翌年度に、厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率

化・生産性向上推進室に業務改善効果等を報告するものとし、補助を受けた翌年度から３年の間、補助事業者にお

いて当該計画で定めた内容に対する効果を確認するための報告をしなければならない。 

  具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、別途通知する。 

 ３ (削除) 

 

 

 

第10～第14 〔略〕 



改正前 改正後 

別表第１（第３関係） 

区分 補助対象経費 補助事業者 補助基準額(上限) 補助率 

介

護

ロ

ボ

ッ

ト

導

入

事

業 

介護ロボット導入に要する備品購

入費、使用料及び賃借料、需用費及

び役務費とする（当該年度中に係る

経費に限る）。ただし、導入の方法

がリースによる場合は、３年以上の

リース契約を締結するものとする。

なお、交付決定前に契約を締結した

ものについても、当該年度中に係る

経費は対象とする。 

以下は補助対象経費から除くもの

とする。 

① 保険料 

② 携帯端末等のインターネット接

続が可能な通信機器 

③ 機器のメンテナンスに要する費用 

④ その他本事業の趣旨から適当と

は認められない費用 

※ 補助対象機器は、国介護ロボッ 

ト実施要綱４(１)における全ての

要件を満たすものとする。 

次の要件を満たす事業

所少なくとも見守りセン

サー、インカム・スマー

トフォン等のＩＣＴ機

器、介護記録ソフトの３

点を活用し、従前の介護

職員等の人員体制の効率

化を行うとともに、利用

者のケアの質の維持・向

上や職員の休憩時間の確

保等の負担軽減に資する

取組を行うことを予定し

ていること。 

※ 既に導入している機

器の活用も可能とする

が、当該機器も含め介護

ロボット導入等計画を作

成すること。 

 

１機器当たり30万円。た

だし、移乗支援（装着型・

非装着型）及び入浴支援を

目的とする介護ロボットに

ついては、１機器当たり

100万円。 

３/４ 

上記以外の事業所 １/２ 

見 

守 

り 

機 

器 

の 

導 

入 

に 

伴 

う 

通 

信 

環 

境 

整 

備 

事 

業 

見守り機器を効果的に活用するた

めに必要な通信環境を整備するため

の次に掲げる経費とする（当該年度

中に係る経費に限る）。なお、交付

決定前に契約を締結したものについ

ても、当該年度中に係る経費は対象

とする。 

(１) Wi-Fi環境を整備するために

必要な経費（配線工事（Wi-Fi環境 

整備のために必要な有線LANの設備

工事も含む）、モデム・ルーター、

アクセスポイント、システム管理サ

ーバー、ネットワーク構築など） 

(２) 職員間の情報共有や職員の移

動負担を軽減するなどの効果・効率 

的なコミュニケーションを図るため

のインカム（デジタル簡易無線登録

型等のWi-Fi非対応型のインカムを

含む。） 

次の要件を満たす事業

所少なくとも見守りセン

サー、インカム・スマー

トフォン等のＩＣＴ機

器、介護記録ソフトの３

点を活用し、従前の介護

職員等の人員体制の効率

化を行うとともに、利用

者のケアの質の維持・向

上や職員の休憩時間の確

保等の負担軽減に資する

取組を行うことを予定し

ていること。 

※ 既に導入している機

器の活用も可能とする

が、当該機器も含め介護

ロボット導入等計画を作

成すること。 

 

１事業所当たり750万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３/４ 

別表第１（第３関係） 

区分 補助対象経費 補助事業者 補助基準額(上限) 補助率 

介

護

ロ

ボ

ッ

ト

導

入

事

業 

介護ロボット導入に要する備品購

入費、使用料及び賃借料、需用費及

び役務費とする（当該年度中に係る

経費に限る）。ただし、導入の方法

がリースによる場合は、３年以上の

リース契約を締結するものとする。

なお、交付決定前に契約を締結した

ものについても、当該年度中に係る

経費は対象とする。 

以下は補助対象経費から除くもの

とする。 

① 保険料 

② 携帯端末等のインターネット接

続が可能な通信機器 

③ 機器のメンテナンスに要する費用 

④ その他本事業の趣旨から適当と

は認められない費用 

※ 補助対象機器は、国実施要綱４

(１)における全ての要件を満たす

ものとする。 

第２で規定する補助事

業者 

１機器当たり30万円。た

だし、移乗支援（装着型・

非装着型）及び入浴支援を

目的とする介護ロボットに

ついては、１機器当たり

100万円。 

３/４ 

(削除) (削除) 

)

削

除 

(  

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削除) 

 

(削除) 



改正前 改正後 

(３) 介護ロボット機器を用いて得

られる情報を介護記録にシステム連

動させるために必要な経費（介護ロ

ボット機器を用いて得られる情報と

システム連動可能な介護記録ソフト

ウェア（既存の介護記録ソフトウェ

アの改修経費も含む）、バイタル測

定が可能なウェアラブル端末、介護

ロボットを用いて得られる情報とソ

フトウェア間を接続するためのゲー

トウェイ装置等） 

※１ 既に見守り機器を導入しいる

場合において、見守り機器を効

果的に活用するために必要な通

信環境の整備を行う場合も対象

とする。 

※２ 介護ロボットのメンテナンス

に係る経費及び通信に係る経費

は補助対象経費から除くものと

する。 

上記以外の事業所 １/２ 

Ｉ 

Ｃ 

Ｔ 

導 

入 

事 

業 

介護ソフト、情報端末、通信環境

機器保守経費等、バックオフィス業

務（業務効率化に資する勤怠管理、

シフト表作成、人事、給与、ホーム

ページ作成などの業務）のためのソ

フトの導入に係る経費とする（当該

年度中に係る経費に限る）。ただ

し、導入の方法がリースによる場合

は、３年以上のリース契約を締結す

るものとする。なお、交付決定前に

契約を締結したものについても、当

該年度中に係る経費は対象とする。 

※１ 上記補助対象ＩＣＴは、国Ｉ

ＣＴ実施要綱４及び５の要件を

満たすものとする。 

※２ 毎月支払を行う介護ソフトの

利用料やリース費用、保守・サ

ポート費用も対象とするが、対

象となる期間は当該年度分（当

該年度の３月末までに係る経

費）に限る。 

次の要件のいずれかを満

たす事業所 

１ 科学的介護情報システ

ム（以下LIFEという）標

準仕様に準じて介護ソフ

トから出力されたCSVフ

ァイルを、LIFEのCSV取

込機能によりLIFEにデー

タを提供している又は提

供を予定していること。

（※１） 

 

２ 「ケアプランデータ連

携システム」等を利用し

て、ケアプラン標準仕様

に準じて出力されたCSV

ファイルにより、居宅サ

ービス計画書等のデータ

連携を行っている又は行

うことを予定しているこ

と（※２）。 

１事業所当たりの職員数

に応じた次に掲げる基準額 

・１名以上10名以下 

 100万円 

・11名以上20名以下 

 160万円 

・21名以上30名以下 

 200万円 

・31名以上 

 260万円 

 

※１ 職員数には、訪問介

護員等の直接処遇職員

だけでなく、ＩＣＴの

活用が見込まれる管理

者や生活相談員等の職

員も算入して差し支え

ない。 

 

 

 

３/４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削除) (削除) 

Ｉ 

Ｃ

Ｔ

導

入

事

業 

介護ソフト、情報端末、通信環境

機器保守経費等、バックオフィス業

務（業務効率化に資する勤怠管理、

シフト表作成、人事、給与、ホーム

ページ作成などの業務）のためのソ

フトの導入に係る経費とする（当該

年度中に係る経費に限る）。ただ

し、導入の方法がリースによる場合

は、３年以上のリース契約を締結す

るものとする。なお、交付決定前に

契約を締結したものについても、当

該年度中に係る経費は対象とする。 

※１ 上記補助対象ＩＣＴは、国実

施要綱４(２)の要件を満たすも

のとする。 

※２ 毎月支払を行う介護ソフトの

利用料やリース費用、保守・サ

ポート費用も対象とするが、対

象となる期間は当該年度分（当

該年度の３月末までに係る経

費）に限る。 

第２で規定する補助事

業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１事業所当たりの職員数

に応じた次に掲げる基準額 

・１名以上10名以下 

 100万円 

・11名以上20名以下 

 160万円 

・21名以上30名以下 

 200万円 

・31名以上 

 260万円 

 

※１ 職員数には、訪問介

護員等の直接処遇職員

だけでなく、ＩＣＴの

活用が見込まれる管理

者や生活相談員等の職

員も算入して差し支え

ない。 

 

 

 

３/４ 



改正前 改正後 

３ 文書量半減を実現させ

るＩＣＴ導入計画となっ

ていること（※３）。 

 

※１ LIFEへの登録につい

ては、データ入力に係

る負担を軽減する観点

から、LIFEのCSV取込

機能を活用すること。 

※２ 導入計画により具体

的なデータ連携の内

容、連携先、連携方法

等を確認すること。な

お、ここでいう「デー

タ連携」は、公益社団

法人国民健康保険中央

会が運用する「ケアプ

ランデータ連携システ

ム」等のデータ連携サ

ービスを利用して、異

なる介護ソフトベンダ

ーのユーザー間で宅サ

ービス計画書やサービ

ス利用表票のデータ連

携を行う場合を想定し

ており、同一の介護ソ

フトベンダーが提供す

る介護ソフトユーザー

間のみでデータ連携さ

れるサービスは対象と

ならないこと。 

※３ 導入計画により、半

減させる文書の種類や

具体的な枚数等が明示

されていることを確認

すること。文書の種類

や効果検証の方法等に

ついては、「介護サー

ビス事業所における

ICT 機器・ソフトウェ

ア導入に関する手引き

Ver.2」を参考にする

こと。 

 

※２ 職員数については、

申請時点における常勤

換算方法により算出さ

れた人数（「指定居宅

サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関

する基準」（平成11 

年３月31日厚生省令第

37 号）第２条第８号 

等の規定 に基づいて

計算した人数とし、小

数点以下は四捨五入す

るものとする。）とす

るが、居宅を訪問して

サービスを提供する職

員（訪問介護員、居宅

介護支援専門員等）及

び管理者や生活相談員

等の職員については、

従事する職務の性質

上、実人数（常勤・非

常勤の別は問わない）

としても差し支えな

い。 

  上記以外の事業所 １/２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 職員数については、

申請時点における常勤

換算方法により算出さ

れた人数（「指定居宅

サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関

する基準」（平成11 

年３月31日厚生省令第

37 号）第２条第８号 

等の規定 に基づいて

計算した人数とし、小

数点以下は四捨五入す

るものとする。）とす

るが、居宅を訪問して

サービスを提供する職

員（訪問介護員、居宅

介護支援専門員等）及

び管理者や生活相談員

等の職員については、

従事する職務の性質

上、実人数（常勤・非

常勤の別は問わない）

としても差し支えな

い。 

(削除) (削除) 



改正前 改正後 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) (新設) (新設) (新設) 介 

護 

テ 

ク 

ノ 

ロ 

ジ 

| 

の 

パ 

ッ 

ケ 

| 

ジ 

型 

導 

入 

事 

業 

国実施要綱４(１)及び(２)で定め

る対象経費に該当するもので、複数

のテクノロジーを組み合わせて導入

する場合、又は見守り機器を効果的

に活用するために必要な通信環境を

整備するための次に掲げる経費とす

る（当該年度中に係る経費に限

る）。なお、交付決定前に契約を締

結したものについても、当該年度中

に係る経費は対象とする。 

(１) Wi-Fi環境を整備するために

必要な経費（配線工事（Wi-Fi

環境整備のために必要な有線

LANの設備工事も含む）、モデ

ム・ルーター、アクセスポイン

ト、システム管理サーバー、ネ

ットワーク構築等） 

(２) 職員間の情報共有や職員の移

動負担を軽減するなどの効果・

効率的なコミュニケーションを

図るためのインカム（デジタル

簡易無線登録型等のWi-Fi非対

応型のインカムを含む。） 

(３) 介護ロボット機器を用いて得

られる情報を介護記録にシステ

ム連動させるために必要な経費

（介護ロボット機器を用いて得

られる情報とシステム連動可能

な介護記録ソフトウェア（既存

の介護記録ソフトウェアの改修

経費も含む）、バイタル測定が

可能なウェアラブル端末、介護

ロボットを用いて得られる情報

とソフトウェア間を接続するた

めのゲートウェイ装置等） 

※１ 既に見守り機器を導入してい

る場合において、見守り機器を

効果的に活用するために必要な

通信環境の整備を行う場合も対

象とする。 

※２ 介護ロボットのメンテナンス

に係る経費及び通信に係る経費

は補助対象経費から除くものと

する。 

 

 

第２で規定する補助事

業者 

１事業所当たり1,000万円 ３/４ 



改正前 改正後 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) (新設) (新設) (新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

導 

入 

支 

援 

と 

一 

体 

的 

に 

行 

う 

業 

務 

改 

善 

支 

援 

事 

業 

介護事業所の業務効率化に向けた

課題解決につなげ、当該取組を継続

的に行うため、国実施要綱４(１)、

(２)又は(３)により介護テクノロジ

ーを導入する介護事業所は、以下の

支援を受けることを要件とし、支援

を受けるための次に掲げる経費とす

る（当該年度中に係る経費に限

る）。なお、交付決定前に契約を締

結したものについても、当該年度中

に係る経費は対象とする。 

 

(１) 生産性向上ガイドラインに基

づき、生産性向上に係る支援に

ついて知識・経験を有する第三

者(業務改善を支援する事業者)

が介護事業所において、①事前

評価(課題抽出)、②業務改善に

係る助言・指導等、③事後評価

(導入後の定着支援)等の支援に

必要な経費 

(２) 介護テクノロジーを導入・活

用するにあたり必要となる職員

のスキルアップ研修等、介護事

業所からの生産性向上の取組等

に関する相談に必要な経費  

 

※ 本事業の実施や個別の契約がな 

ければ、本事業を実施する介護事 

業所に対して業務改善支援を行う 

立場になりえない事業者であるこ 

と。 

 

第２で規定する補助事

業者 

１事業所当たり45万円 ３/４ 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

別表第２(第13関係) 

条項 提出書類及び添付書類 様式 
提出

部数 
提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

１ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金交付申請書 

(新規) 

２ 介護ロボット等導入支援事業計画書 

３ ＩＣＴ導入支援事業計画書 

４ LIFEのCSV取込機能への対応状

況確認書 

５ 最新版のケアプラン標準仕様へ

の対応状況確認書 

６ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金所要額調書 

７ 見積書（写し） 

８ 導入する介護ロボット等のカタログ等 

９ 利用定員数が分かる書類 

10 補助事業に係る収支予算書 

11 その他知事が必要と認めるもの 

 

様式第１号 

 

 

様式第１号別紙１-１ 

様式第１号別紙１-２ 

様式第１号別紙１-２-１ 

 

様式第１号別紙１-２-２ 

 

様式第１号別紙２ 

１部 

 

 

１部 

１部 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める 

規則第６条第１

項第１号、第２

号及び第３号の

規定により承認

を受ける場合の

書類 

１ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金変更（中止、廃止）申請書 

２ 交付申請の際提出した書類のう

ち変更のあるもの 

３ その他知事が必要と認めるもの 

様式第２号 １部 

 

１部 

 

１部 

当該事業の変更

（中止、廃止）

を行う日の14日

前まで 

規則第13条第

１項の規定に

よる書類 

１ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金実績報告書 

２ 事業実績報告書 

 

３ 所要額精算調書 

 

４ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金請求書 

５ 見積書、納品書、請求書及び支

払いがわかるもの（写し） 

６ 補助事業に係る収支決算書 

７ 事業実施の記録（写真等） 

８ その他知事が必要と認めるもの 

様式第３号 

 

様式第３号別紙１ 

 

様式第３号別紙２ 

 

様式第４号 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

当該事業が完了

した日（規則第

６条第１項第３

号に規定する事

業の中止又は廃

止の承認を受け

た場合には、当

該承認の通知を

受理した日）か

ら起算して30日

以内又は交付の

決定を受けた年

度の３月31日の

いずれか早い日 

 

 

別表第２(第13関係) 

条項 提出書類及び添付書類 様式 
提出

部数 
提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

１ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金交付申請書 

２ 業務改善計画様式 

３ 介護ロボット等導入支援事業計画書 

４ ＩＣＴ導入支援事業計画書 

５ LIFEのCSV取込機能への対応状

況確認書 

６ 最新版のケアプラン標準仕様へ

の対応状況確認書 

７ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金所要額調書 

８ 見積書（写し） 

９ 導入する介護ロボット等のカタログ等 

10 利用定員数が分かる書類 

11 補助事業に係る収支予算書 

12 その他知事が必要と認めるもの 

 

様式第１号 

 

様式第１号別紙１-１ 

様式第１号別紙１-２ 

様式第１号別紙１-３ 

様式第１号別紙１-３-１ 

 

様式第１号別紙１-３-２ 

 

様式第１号別紙２ 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める 

規則第６条第１

項第１号、第２

号及び第３号の

規定により承認

を受ける場合の

書類 

１ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金変更（中止、廃止）申請書 

２ 交付申請の際提出した書類のう

ち変更のあるもの 

３ その他知事が必要と認めるもの 

様式第２号 １部 

 

１部 

 

１部 

当該事業の変更

（中止、廃止）

を行う日の14日

前まで 

規則第13条第

１項の規定に

よる書類 

１ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金実績報告書 

２ 事業実績報告書 

 

３ 所要額精算調書 

 

４ 介護ロボット等導入支援事業費

補助金請求書 

５ 見積書、納品書、請求書及び支

払いがわかるもの（写し） 

６ 補助事業に係る収支決算書 

７ 事業実施の記録（写真等） 

８ その他知事が必要と認めるもの 

様式第３号 

 

様式第３号別紙１ 

 

様式第３号別紙２ 

 

様式第４号 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

当該事業が完了

した日（規則第

６条第１項第３

号に規定する事

業の中止又は廃

止の承認を受け

た場合には、当

該承認の通知を

受理した日）か

ら起算して30日

以内又は交付の

決定を受けた年

度の２月28日の

いずれか早い日 

 

 



改正前 改正後 

様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号別紙１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第１号別紙１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号別紙１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第１号別紙１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号別紙１－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第１号別紙１－２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号別紙１－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第１号別紙１－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号別紙１－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第１号別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第３号別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第３号別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第５号別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

様式第６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

参考様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年10月10日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


